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東京証券取引所との現物市場の統合に伴う関連諸制度の整備について（案） 

 

平成 25 年１月 30 日 

株式会社大阪証券取引所 

項  目 内     容 備  考 

Ⅰ 趣旨 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 整備概要 

１ 現物市場統合に伴う上場銘

柄の引継ぎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 本年１月１日の株式会社日本取引所グループの発足を受け，同グル

ープの子会社である当社と株式会社東京証券取引所（以下「東証」

という。）において，本年７月 16日付で当社の現物市場を東証の現

物市場に統合すること（以下「現物市場統合」という。）を予定し

ていることを踏まえ，これに伴う当社の関連諸制度に所要の整備を

行う。 

 

 

・ 本制度改正の実施日（以下「統合日」という。）の前日において東

証に上場していない当社の現物市場の上場銘柄は，統合日において

東証の現物市場に上場する。ただし，カバードワラントに関する制

度は廃止とする。 

 

 

 

 

 

 

・ 清算機関の統合に伴う当社の

関連諸制度の整備については，

「クリアリング機構との清算

機関の統合に伴う関連諸制度

の整備について（案）」を参照。 

 

 

 

・ 詳細については，東証が公表す

る「大阪証券取引所との現物市

場の統合に伴う関連諸制度の

整備について」を参照。 

・ カバードワラントの取扱いに

ついては，平成 24 年 10 月 29

日に公表した「カバードワラン

ト市場の廃止について」を参

照。 
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項  目 内     容 備  考 

２ 規則体系の変更 

 

 

 

 

 

３ 取引参加者制度の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 個別証券オプション取引に

関する整備 

 

 

 

・ 現在の当社の業務規程及び受託契約準則等の諸規則は，株券売買を

前提に構成され，指数先物取引等の他の商品・取引のために特例を

設けることとしているが，現物市場統合以降，当社では市場デリバ

ティブ取引のみが行われることから，これら諸規則について指数先

物取引をベースに規定しなおす。 

 

・ 現物市場統合により当社において現物取引が行われなくなること

から，当該取引に係る取引資格を廃止し，当社における取引資格を

先物取引等取引資格とＦＸ取引資格の２種類とするとともに，各資

格の取得に係る取引参加者参加金，先物取引等取引参加者及びＦＸ

取引参加者に係る基本料，資格審査料及び資格の喪失に係る手続料

の額を定める。 

・ 現行では基本料を含む全ての取引参加者料金について，前月分を毎

月 20日（休業日の場合は順次繰り下げる。）に納入するとしている

ところ，基本料については，当月分を当社に納入するよう改める。 

 

 

・ 個別証券オプション取引の権利行使により成立するオプション対

象証券の売買に係る決済のために，東証が定める信用取引・貸借取

引規程に規定する貸借取引を行うことができるよう規定を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 取引参加者参加金及び基本料

は，それぞれ現行制度におい

て該当する資格のみを取得又

は有する場合と同額とする。

資格審査料等を含めた具体的

な額は別紙のとおりとする。 

・ 平成 25 年８月は，平成 25 年

７月分と合わせて，平成 25年

８月分に係る基本料を徴収す

る。 

 

・ 貸借取引の対象となるオプシ

ョン対象証券は，東証が選定

する貸借銘柄であるものに限

る。 

・ 貸借取引に係るオプション対
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項  目 内     容 備  考 

 

 

 

 

 

５ その他 

 

Ⅲ 実施時期（予定） 

 

 

 

 

 

 

・ その他所要の整備を行う。 

 

・ 平成 25年７月 16日に実施する。 

象証券の売買は，東証が定め

る制度信用取引に基づくもの

又は自己の信用売り若しくは

信用買いに係るものに限る。 

 

 

以  上 
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別  紙 

取引参加者参加金等の額 

 

項  目 内     容 備  考 

１ 取引参加者参加金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本料 

 

 

 

 

 

 

３ 資格審査料等 

 

・ 取引参加者参加金の額は，次に掲げる取引資格の取得の区分に従

い，それぞれに定める金額（取引所取引許可業者が取引資格を取得

する場合にあっては，それぞれに定める金額に 10分の１を乗じて

得た金額）とする。 

① 先物取引等取引資格を取得する場合（ＦＸ取引資格を同時に取

得する場合を含む）              3,000万円 

② 先物取引等取引資格を有しない者がＦＸ取引資格を取得する

場合                      300万円 

③ ＦＸ取引資格を有する者が先物取引等取引資格を取得する場

合                      2,700万円 

 

・ 基本料の額（月額）は，次に掲げる取引参加者の区分に従い，それ

ぞれに定める額とする。 

① 先物取引等取引参加者              24万円 

② ＦＸ取引参加者                 ３万円 

 

 

 

・ 取引資格取得申請者が当社に納入する資格審査料の額は 100 万円

とする。 

 

 

 

 

・ 先物取引等取引資格を有する

者がＦＸ取引資格を取得する

場合は，ＦＸ取引資格に係る

取引参加者参加金を必要とし

ない。 

 

 

・ 現物市場統合に伴い，基本料

の額が変更となる取引参加者

においては，現物市場統合の

日が属する月の基本料を，変

更前後の基本料の額を日割按

分した額として徴収する。 

 

・ 現行では取引参加者に負担を

求めている取引資格取得時及
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項  目 内     容 備  考 

・ 取引資格を喪失する取引参加者が当社に納入する取引資格の喪失

に係る手続料の額は 50万円とする。 

 

び取引資格喪失時の公告費用

は，求めないこととする。 

 


